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環
境
委
員
会
）

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
九
号

（
衆
議
院
送
付
）

）

要
旨

本
法
律
案
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
の
発
効
及
び
我
が
国
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の

現
況
に
か
ん
が
み
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
一
層
の
推
進
を
図
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
の
所
掌
事
務
の
追
加
を
行

う
と
と
も
に
、
特
定
排
出
者
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
報
告
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
の
責
務
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
に
つ
い
て
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削

減
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。

二
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
の
所
掌
事
務
と
し
て
、
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
地
球
温
暖
化
対
策
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る

総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
を
追
加
す
る
。

、

（

「

」

。
）

、

、

三

事
業
活
動
に
伴
い
相
当
程
度
多
い
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
す
る
者

以
下

特
定
排
出
者

と
い
う

は

毎
年
度

事
業
所
等
ご
と
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
等
を
事
業
所
管
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
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四
、
事
業
所
管
大
臣
は
、
三
の
報
告
事
項
及
び
報
告
に
係
る
排
出
量
の
集
計
結
果
を
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
特
定
排
出
者
の
権
利
利
益
の
適
切
な
保
護
を
図
る
も
の
と
す
る
。

五
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
事
業
所
管
大
臣
か
ら
通
知
さ
れ
た
報
告
事
項
等
を
電
子
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
と
と

も
に
、
報
告
に
係
る
排
出
量
の
集
計
結
果
を
集
計
し
、
公
表
す
る
も
の
と
し
、
何
人
も
、
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
開
示
請
求

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

六
、
二
酸
化
炭
素
排
出
量
に
係
る
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く
定
期
の
報
告
は
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
排
出
量
に
つ
い
て
の
三
に
よ
る
報
告
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

七
、
政
府
は
、
平
成
二
十
年
ま
で
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
し
、
三
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
以
降
に
行
う
報
告

に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。


